
救命いかだ等の搭載を要しない方法①
方法①～⑤を組み合わせることも可能

一定の水温を下回る時期に運航しない船舶は、救命いかだ等の積み付けは不要

※ 船舶検査証書の航行上の条件に、航行する水域において一定の水温を下回る時期の航行を禁止することや航行区域を制限するこ

とを記載

【具体的な手続き方法】

営業船の船舶所有者は、義務化の適用日以降の最初の定期検査の際、一定の水温を下回る時期には航行しないことや、航行区域を制限
することを検査機関に対し申請。

⇒1/30～3/8の間（20℃未満の時期）を運航しなければ、そ
の他の期間、救命いかだ等の積付けは不要。

⇒11/3～6/14の間（１０℃以上20℃未満の時期）は、航行区域
を平水区域に制限すれば、救命いかだ等の積付けは不要。

⇒12/23～5/14の間（１０℃以上15℃未満の時期）は、航行
区域を平水区域に制限すれば、救命いかだ等の積付けは不要。
※船内に浸水しない構造を有する船舶の場合に限る
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ケーススタディ① ケーススタディ②
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右図赤枠
部分の水温

右図赤枠
部分の水温



救命いかだ等の搭載を要しない方法②

必ず航行時に伴走船を伴う船舶は、救命いかだ等の積み付けは不要

※ 船舶検査証書の航行上の条件に、低水温の時期における航行時は申告書に記載の伴走船と共に運航することを記載

最低水温によらず適用可。

【具体的な手続き方法】

別枠を活用する場合、伴走船の所有者は、希望する別枠数を記載した申告書、通常の最大搭載人員＋別枠を搭載した際の復原性に関す
る資料、搭載場所を示す図を検査機関に提出する。

営業船の船舶所有者は、義務化の適用日以降の最初の定期検査の際、伴走船の船舶番号や旅客定員等の情報及び伴走船に搭載した設
備を記載した申告書を検査機関に提出する。

複数の船団のパターンを設定する場合、営業船の船舶所有者は、全てのパターンごとに申告書を作成する。

営業船の船舶所有者は、想定する全ての船団のパターンで想定される全ての旅客の搭載組合せを申告書に記載する。

方法①～⑤を組み合わせることも可能
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出航から帰港まで営業船を視認し、早急に救助できる位置を伴走船が航行。

船団（２隻～４隻）で航行する場合、船団内の他船を伴走船とすることが可能。

【伴走船の要件】

緊急時の「要救助者を搭載する枠（別枠を含む、以下同様）」を確保した上で旅客を搭載。（例１）

【緊急時の別枠（「別枠」という。）】（例２）
船舶毎に設定された通常時の最大搭載人員に関わらず、船舶の復原性及び要救助者の搭載場所を確認の上、緊急時のみに
搭載できる人数を予め決定することも可。

船団は最大４隻とし、船団内の他船の「要救助者を搭載する枠」を合算し救助能力を評価。

船長のほか救助を補佐する者（注）１人以上が乗船。

（注）船員以外の者を指定する場合、船長はその者に対し、出航前に緊急時には救助の補佐を依頼する旨を説明し理解を得ることが必要。

以下の設備を搭載。

①船舶間で相互に連絡をとれる無線設備 （法定無線設備に加え、電波法で使用が認められる無線設備（国際VHF（携帯型含む）等）も可）

②要救助者が再乗艇するための設備 （簡易はしご等）

③要救助者を救助するための救命浮環・救命浮輪２個 （既設の救命浮環・救命浮輪を活用可能）

（注）伴走船は自社船でなくともよい



救命いかだ等の搭載を要しない方法② （例１）
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船舶A（最大10人）、船舶B（最大12人）、船舶C（最大14人）及び船舶Ｄ（最大16人）の４隻が船団で航行。

（船団を構成する各船舶の乗船者数の計算方法【図１】 ）
実際に乗船できる人数は、船団で最大とう載人員が一番大きい船舶（船舶Ｄ）を除外し、残りの船舶３隻（船
舶A～C）の最大とう載人員の合計（36人）を４隻で分けることで計算できる。

船舶Ａに８人、船舶Ｂに８人、船舶Ｃに９人、船舶Ｄに11人が乗船する場合、船団の３隻が１隻を救助する場合でも各船舶の最大とう載人員
の範囲内で救助することができる。【図２】

（例１）４隻で航行する場合の実際の運用例

【図1】船舶Dを除外した場合の各船舶の乗船者数 【図2】計算した乗船者数に基づく各船舶の救助後の乗船者数
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船団で最大とう載人員が最も
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36人
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船舶Ｃ

船舶Ｄ

図1で計算し
た乗船者数

8人
（2人救助可）

8人
（4人救助可）
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（5人救助可）
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（5人救助可）

船舶Aで
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の乗船者数

10人
（２人救助）
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（３人救助）

14人
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10人
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船舶Ｄで
事故した場合
の乗船者数

船舶Ｄで事故を起こした場合の乗船者数

11人
船舶Ｄの乗船者

8人＋2人＝10人
船舶Ａの乗船者

どの船舶で事故が発生しても、最大とう載人員
（搭載できる人数）の範囲内で救助可

8人＋4人＝12人
船舶Ｂの乗船者

9人＋5人＝14人
船舶Ｃの乗船者



救命いかだ等の搭載を要しない方法② （例２）
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船舶の復原性等の安全性の確保を前提に、要救助者を船舶検査証書に記載された最大とう載人員を超
えて搭載することが可能（最大とう載人員を超えて搭載できる人数を「要救助者用別枠定員」という。）。

（要救助者用別枠定員を活用した船団を構成する各船舶の乗船者数の計算方法【図１】 ）
実際に乗船できる人数は、前ページの（例１）の４隻が要救助者用別枠定員を取得した場合、最大とう載
人員①と要救助者用定員②の和（①と②の和）が最も大きい船舶（船舶Ｄ）を除外し、残りの船舶A～Cの
最大とう載人員①と要救助者用定員②の和（52人）を４隻で分けることで計算できる。

（例２） ４隻で航行する場合の実際の運用例

【図1】船舶Dを除外した場合の各船舶の乗船者数
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5人
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15人

17人

20人

22人

３隻の合計

52人
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要救助者用別枠定員を活用することにより、
定員を減らさずに航行可能

搭載できる人数の範囲内で5人救助可
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救命いかだ等の搭載を要しない方法③
最低水温によらず適用可。 方法①～⑤を組み合わせることも可能

救助船を配備している船舶は、救命いかだ等の積み付けは不要

※ 船舶検査証書の航行上の条件に、低水温の時期における航行時は申告書に記載の救助船を配備し運航することを記載

15℃以上20℃未満10℃以上15℃未満10℃未満水域の水温

30分以内10分以内5分以内現場到着までの時間

一定の時間内
に現場到着

指定

事故通報後、一定の時間内に現場到着
する救助船を配備。

営業船

船長補助者

要救助者を搭載する枠

（注）上記で示す乗船者数は一例である。

【救助船の要件】

営業船が航行する間、営業船から救助の要請があった場合に直ちに救助に向かえる位置、状態で待機
（港等での救助船・船員の待機に加え、海上待機も可能）。

営業船の人員を搭載できる「要救助者を搭載する枠」を確保。（救助船として利用する場合、利用客の搭載は不可）

同時に航行する複数の営業船が同一の救助船を指定可能。（１隻の営業船に複数の救助船を指定することも可能）

※上記に加え、方法②と同様に、救助を補佐する者、救助船に搭載する設備が必要。また、別枠の取扱いも可能。

営業船

営業船

通常時の
最大搭載人員

（注）救助船は自社船でなくともよい

：別枠：旅客（乗船）：船員 ：旅客（空席）

【具体的な手続き方法】

別枠を活用する場合、救助船の所有者は、希望する別枠数を記載した申告書、通常の最大搭載人員＋別枠を搭載した際の復原性に関す
る資料、搭載場所を示す図を検査機関に提出する。

営業船の船舶所有者は、義務化の適用日以降の最初の定期検査の際、救助船の船舶番号や旅客定員等の情報及び救助船に搭載した設
備を記載した申告書を検査機関に提出する。 5



救命いかだ等の搭載を要しない方法④
最低水温が１５℃以上２０℃未満の海域・時期を航行する場合に限る。 方法①～⑤を組み合わせることも可能

船内に浸水しないように措置された船舶は、救命いかだ等の積み付けは不要

※ 船舶検査証書の航行上の条件に、航行区域の水温が15℃未満となる期間について、航行を禁止することを記載
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水密全通甲板を有する船舶のイメージ

水密全通甲板
（暴露部）

水密全通甲板を有する船舶
船舶構造規則又は小型船舶安全規則の水密甲板の要件及び開口の閉鎖装置の要件に適合すること。

又は

不沈性及び安定性を有する船舶
小型船舶安全規則心得附属書[4]（JCI検査事務規定細則第１編附属書７）に規定する要件に適合すること。

※不沈性及び安定性を有する船舶に該当する場合、総トン数20トン未満の船舶であれば検査手帳の記事欄にその旨が記載されている。

コーミング
（ハッチ周囲の
立ち上げ部）

【具体的な手続き方法】

営業船の船舶所有者は、義務化の適用日以降の最初の定期検査の際、当該構造を有する船舶であることを証明する書類を検査機関に
提出する。

水密全通甲板のハッチ（開口部）の例



救命いかだ等の搭載を要しない方法⑤
最低水温が１５℃以上２０℃未満の海域・時期を航行する場合に限る。 方法①～⑤を組み合わせることも可能

母港から５海里を超えて航行しない船舶は、救命いかだ等の積み付けは不要

※ 船舶検査証書の航行上の条件に、航行する水域において水温15℃以上20℃未満となる期間について、母港から５海里を超えた

水域での航行を禁止することを記載
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航行区域を母港からの航行距離が5海里を超えない範囲に制限。

【具体的な手続き方法】

営業船の船舶所有者は、義務化の適用日以降の最初の定期検査の際、母港から５海里を超えて航行しないことを検査機関に申請する。

母港から直線距離で５海里を超えない
位置にあるが、航行距離は５海里を超

えるため認められない。

（注）母港の港域の境界線を起点として５海里


